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かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例（案）の概要 

 

【目的】 

  空き家等の適正管理を促すことにより、事故、犯罪等を未然に防止

し、市民の安全で安心な生活を確保する。 

【対象地域】 

  市内全域 

【対象物】 

  土地に定着する建物や工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有す

るもの又はこれに附属する門若しくは塀等 

【対象案件】 

  ●著しい老朽化または、地震等の自然災害により、倒壊または、建

築資材等の飛散、剥落等により、周辺住民の生命、身体、財産に

危害がおよぶ又は恐れがある空き家等 

  ●施錠がされていない、壁の一部が欠落しているなど、不特定の者

が建物内に容易に侵入でき、犯罪等を誘発する恐れのある空き家

等 

【条例の効力】 

  ●空き家等の所有者に対する適正管理の責務の明記 

  ●実態調査、立入調査等の実施 

  ●助言、指導、勧告、命令の実施 

  ●命令に従わない場合の住所、氏名、命令内容等の公表 

  ●行政代執行の実施
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平成  年かすみがうら市条例第  号 

 

かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例（案） 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定める

ことにより、倒壊等の事故及び犯罪等を防止し、もって市民の安全で

安心な生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１） 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使

用していないものをいう。 

（２） 管理不全な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にある

ものをいう。 

ア 老朽化又は地震等の自然災害により、倒壊するおそれのある状

態 

イ 建築資材等が飛散し、又ははく落することにより、人の生命若

しくは身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態 

ウ 不特定の者の侵入が容易であるために、犯罪行為を誘発するお

それのある状態 

（３） 所有者等 市内に所在する空き家等を所有し、又は管理する者

をいう。 

（４） 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは

通学する者をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な



3 

 

状態にならないよう自らの責任において適正にこれを管理しなければ

ならない。 

（情報提供） 

第４条 市民等は、適正な管理がなされていない空き家等があると認め

るときは、市にその情報を提供することができる。 

（実態調査） 

第５条 市長は、第３条の規定による適正な管理がなされていない空き

家等があると認めるとき又は前条の規定による情報の提供があったと

きは、当該空き家等の実態調査を行うものとする。 

 （立入調査） 

第６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に当

該空き家等に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は所有者等に質問さ

せることができる。この場合において、立入調査を行う職員のほかに

第三者を同行させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。 

（助言及び指導） 

第７条 市長は、前条の規定による立入調査により、管理不全な状態に

なるおそれがある又は管理不全な状態にあると認める空き家等の所有

者等に対し、当該空き家等について適正な管理がなされるよう必要な

助言又は指導をすることができる。 

（勧告） 

第８条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、

所有者等がなお当該空き家等を管理不全な状態に置いていると認める
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ときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該空き家等の適正な管

理のために必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 

（命令） 

第９条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に

従わないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて、その勧告

に係る措置を講ずるよう命ずることができる。 

 （委任代行措置） 

第１０条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等から当該命

令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合におい

て、当該申出に係る理由が正当であり、かつ、緊急に当該措置を講ず

る必要があると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置

を講ずることができる。 

２ 前項の措置に係る費用は、所有者等の負担とする。 

 （応急措置） 

第１１条 市長は、第５条の実態調査又は第６条の規定による立入調査に

より、所有者等を確知することができない又は所有者等の所在が判明し

ない空き家等が、管理不全な状態であって、緊急を要する状態にあると

認めるときは、その状態を改善するために必要な措置を講ずることがで

きる。 

２ 市長は、前項の措置を講じた後に、所有者等を確知又は所有者等の

所在が判明したときは、その所有者等から当該措置に係る費用を徴収

することができる。 

（公表） 

第１２条 市長は、第９条の規定による命令を受けた所有者等が、正当

な理由なく、同条の期限内に当該命令に従わなかったときは、次に掲

げる事項を公表することができる。 
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（１） 第９条の規定による命令に従わない所有者等の住所及び氏名（法

人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

（２） 第９条の規定による命令の対象となる空き家等の所在地 

（３） 第９条の規定による命令の内容 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、

当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならな

い。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、

この限りでない。 

 （行政代執行） 

第１３条 市長は、第９条の規定による命令を受けた所有者等がその命

令に従わない場合において、所有者等がなお当該空き家等を管理不全

な状態に置き、その安全性を確保せずに放置することが著しく公益に

反すると認められるときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

に定めるところにより、自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第

三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収するこ

とができる。 

（関係機関との連携） 

第１４条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認める

ときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求

めるものとする。  

 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成  年  月  日から施行する。 
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平成２５年かすみがうら市規則第  号 

 

かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（案） 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例

（平成２５年かすみがうら市条例第  号。以下「条例」という。）の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （立入調査） 

第２条 条例第６条第１項に規定する立入調査を行おうとするときは、

あらかじめ所有者等に対し、立入調査実施通知書（様式第１号）を通

知するものとする。 

２ 前項の場合において、所有者等を確知することができない又は所有

者等の所在が判明しないときは、立入調査を行おうとする日の１４日

前までに立入調査の対象となる空き家等の所在地その他必要な事項を

告示するものとする。 

３ 立入調査は、別表に掲げる項目及び内容により行うものとする。 

４ 条例第６条第２項の身分を示す証明書の様式は、立入調査員証（様

式第２号）のとおりとする。 

 （指導） 

第３条 条例第７条の規定による指導は、改善指導書（様式第３号）に

より行うものとする。 

 （勧告） 

第４条 条例第８条の規定による勧告は、勧告書（様式第４号）により

行うものとする。 

 （命令） 

第５条 条例第９条の規定による命令は、措置命令書（様式第５号）に
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より行うものとする。 

 （委任代行措置） 

第６条 条例第１０条第１項に規定する申出は、代行措置申出書（様式

第６号）を提出することにより行うものとする。 

 （公表） 

第７条 条例第１２条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法によ

り行うものとする。 

（１） かすみがうら市広告式条例（平成１７年かすみがうら市条例第

３号）に定める掲示場に掲示する方法 

（２） 市ホームページに掲載する方法 

（３） 対象となる空き家等の敷地に標識を設置する方法 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表通知書

（様式第７号）により、条例第９条の規定による命令を受けた者に通知

するものとする。 

 （公表に対する意見） 

第８条 前条第２項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る意見

を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して１４日以内

に、公表に関する意見書（様式第８号）により、意見を述べなければな

らない。 

 （戒告） 

第９条 行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定

による戒告は、戒告書（様式第９号）により行うものとする。 

 （代執行令書） 

第１０条 行政代執行法第３条第２項に規定する代執行令書の様式は、

様式第１０号によるものとする。 
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 （帳票） 

第１１条 行政代執行法第４条に規定する執行責任者たる本人であるこ

とを示すべき証票の様式は、様式第１１号によるものとする。 

２ 執行責任者は、総務課長をもってこれに充てる。 

 （有識者の助言） 

第１２条 市長は、条例第６条第１項に規定する立入調査及び条例第１

３条に規定する行政代執行を実施するに当たっては、必要に応じて、

有識者の助言を求めるものとする。 

 （その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 この規則は、平成  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

別表 

区分 項目 内容 

構造の腐

朽又は破

損の程度 

1 床 (1) 根太落ちがあるもの 

(2) 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜して

いるもの 

2 基礎、土

台、柱又はは

り 

(1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐

朽し、又は破損しているもの 

(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が

著しいもの、はりが腐朽し、又は破損してい

るもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損

があるもの 

(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又

は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 

3 外壁又は

界壁 

(1) 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、

腐朽又は破損により、下地の露出しているも

の 

(2) 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、

腐朽又は破損により、著しく下地の露出して

いるもの又は壁体を貫通する穴を生じてい

るもの 

4 屋根 (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれが

あり、雨漏りのあるもの 

(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、

軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の

たれ下がったもの 

(3) 屋根が著しく変形したもの 

  



10 

 

様式第１号（第２条関係）  

第     号  

年  月  日  

 

          様  

 

かすみがうら市長       印   

 

立入調査実施通知書  

 

 かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例第６条第１項の規定

に基づき、次のとおり空き家等の立入調査を実施するので、かすみがう

ら市空き家等の適正管理に関する条例施行規則第２条第１項の規定によ

り通知します。  

 

１ 立入調査の対象となる空き家等  

 

２ 立入調査の日時   年  月  日（ ）午前・午後  時～  

 

３ 立入調査の趣旨及び内容  
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様式第２号（第２条関係）  

表 

 

 

裏 

 

 

所 属 

氏 名 

生年月日 

上記の者は空き家等の立入調査に従事

する職員であることを証する。 

      年  月  日 

かすみがうら市長     印 

 

 

写真貼付  

１ 本証は、空き家等の立入調査を行う場合には、必

ず携帯しなければならない。 

２ 本証は、関係人の請求があったときは、いつでも

これを提示しなければならない。 

３ 本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
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様式第３号（第３条関係）  

第     号  

年  月  日  

          様  

 

かすみがうら市長       印   

 

改 善 指 導 書 

 

 あなたの所有（管理）する次の空き家等について、かすみがうら市空

き家等の適正管理に関する条例第３条に規定する適正管理がなされてい

ないので、かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例第７条の規

定により、速やかに改善するよう指導します。  

 

空き家等の所在地   

空き家等の種別及び状況   

指導の内容   
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様式第４号（第４条関係）  

第     号  

年  月  日  

          様  

 

かすみがうら市長       印   

 

勧 告 書 

 

 あなたの所有（管理）する次の空き家等について、かすみがうら市空

き家等の適正管理に関する条例第８条の規定により、次のとおり必要な

措置を講ずるよう勧告します。  

 

空き家等の所在地   

勧告の理由   

必要な措置   

措置期限      年  月  日  

備考  

この勧告に従わないときは、かすみがうら

市空き家等の適正管理に関する条例第９条の

規定により、期限を定めて必要な措置を講ず

るよう命令することがあります。  
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様式第５号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

かすみがうら市長       印   

 

措 置 命 令 書 

 

 あなたの所有（管理）する次の空き家等について、かすみがうら市空き家等

の適正管理に関する条例第９条の規定により、次のとおり必要な措置を講ずる

よう命令します。 

 なお、この命令に従わないときは、かすみがうら市空き家等の適正管理に関

する条例第１２条第１項の規定により、氏名及び住所（法人にあっては、その

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）、命令の対象となる空き家等の

所在地、命令の内容その他市長が必要と認める事項を公表することがあります。 

空き家等の所在地  

命令の理由  

必要な措置  

措置期限     年  月  日 

教 示 
1 異議申立てについて 
 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に、かすみがうら市長に対して異議申立てをすることができます。 
 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60日以内であっても、
この決定の日の翌日から起算して 1年を経過したときは、異議申立てをすることができな
くなります。 
2 取消訴訟について 
 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1 の異議申立てをした
場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して 6箇
月以内に、かすみがうら市を被告として、訴えを提起しなければなりません。この場合、
訴訟においてかすみがうら市を代表する者はかすみがうら市長となります。 
 ただし、この処分があったことを知った日(1 の異議申立てをした場合は、当該異議申
立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して 6箇月以内であっても、こ
の処分の日(1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知
った日)の翌日から起算して 1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することが
できなくなります。 
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様式第６号（第６条関係） 

年  月  日 

（あて先）かすみがうら市長 

 

住  所 

氏  名         ○印    

電話番号 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名 

称、代表者の氏名、代表者印及び電話番号 

 

代行措置申出書 

 

     年  月  日付け   第  号で命令がありました事案に関し、

次の理由から当該命令に係る措置を履行することができないため、かすみがう

ら市空き家等の適正管理に関する条例第１０条第１項の規定により、代行措置

を委任します。 

空き家等の所在地  

命令の内容  

委任する内容  

命令に係る措置を履行す

ることができない理由 
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様式第７号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

かすみがうら市長       印   

 

 

公表通知書 

 

 あなたが所有（管理）する次の空き家等について、かすみがうら市空き家等

の適正管理に関する条例第１２条第１項の規定による公表をすることとしまし

たので、かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例施行規則第７条第２

項の規定により通知します。 

 なお、公表をするにあたり、かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条

例第１２条第２項の規定により、意見を述べる機会を付与しますので、意見が

ある場合は、公表に関する意見書（様式第８号）を提出してください。 

 

 

空き家の所在地  

公表の内容  

公表の原因となる事実  

公表期間 
年  月  日から当該空き家等の管理不

全な状態が解消されるまでの期間 

公表方法  

意見提出期限    年  月  日 
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様式第８号（第８条関係） 

年  月  日 

（あて先）かすみがうら市長 

 

住  所 

氏  名         ○印    

電話番号 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名 

称、代表者の氏名、代表者印及び電話番号 

 

公表に関する意見書 

 

 かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例第１２条第２項の規定によ

り、意見を述べます。 

空き家等の所在地  

公表の原因となる事実

についての意見 
 

その他当該事案につい

ての意見 
 

証拠書類等の有無 有  ・  無 

備考 

  １ 所定の欄に記入することができない事項は、別紙に記入して添付する

こと。 

  ２ 証拠書類等を提出する場合は、添付すること。 



18 

 

様式第９号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

かすみがうら市長       印   

 

戒 告 書 

 

 あなたの所有（管理）する次の空き家等について、   年  月  日付

け   第 号により、   年 月 日までに必要な措置を講ずるよう命じ

ましたが、未だにその義務が履行されておりません。 

ついては、   年  月  日までに必要な措置を講ずるよう行政代執行

法第３条第１項の規定により戒告します。 

なお、指定の期限までに義務を履行しない場合は、行政代執行法第２条の規

定により代執行を実施し、その費用を徴収します。 

 

必要な措置を講ずるよう命

令した空き家等の所在地 
 

必要な措置を講ずるよう命

令した空き家等の構造・規模 
 

命令の内容  
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様式第１０号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

かすみがうら市長       印   

 

代 執 行 令 書 
 

    年  月  日付け   第  号をもって、あなたの所有（管理）

する次の空き家等について、必要な措置を講ずるよう戒告しましたが、指定し

た期限までにその義務が履行されていません。 

 ついては、次のとおり代執行を行いますので、行政代執行法第３条第２項の

規定により通知します。 

代執行を行う空き家等の所

在地 
 

代執行を行う空き家等の構

造・規模 
 

代執行を行う事項  

代執行を行う日時 
     年  月  日 

午前・午後  時から午前・午後  時まで 

代執行責任者  

代執行に要する費用の概算

見積額 
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様式第１１号（第１１条関係） 

表 

 

 

裏 

 

 

所 属 

氏 名 

生年月日 

上記の職員は空き家等に係る措置の代執

行の責任者であることを証する。 

      年  月  日 

かすみがうら市長     印 

 

 

写真貼付 

１ 本証は、空き家等に係る措置の代執行を執行する際

に、必ず携帯しなければならない。 

２ 本証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれ

を提示しなければならない。 

３ 本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
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かすみがうら市空き家等の適正管理に関する条例（案） 逐条解説 

条 文 解 説 

 （目的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定

めることにより、倒壊等の事故及び犯罪等を防止し、もって市民

の安全で安心な生活を確保することを目的とする。 

 

  この条例は、近年増加しつつある空き家等を適正に維持保全する

ための所有者又は管理者の責務を明らかにするとともに、管理不全

状態の空き家等の所有者又は管理者に対し、助言、指導、勧告及び

命令を行うことを規定することで、適正な維持保全を強く促し、こ

れをもって「市民の安全で安心な生活を確保すること」を目的とし

ています。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、現に人

が使用していないものをいう。 

 

（２） 管理不全な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態に

あるものをいう。 

ア 老朽化又は地震等の自然災害により、倒壊するおそれのある

状態 

イ 建築資材等が飛散し、又ははく落することにより、人の生命

若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態 

ウ 不特定の者の侵入が容易であるために、犯罪行為を誘発する

おそれのある状態 

 

（３） 所有者等 市内に所在する空き家等を所有し、又は管理す

る者をいう。 

（４） 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若し

くは通学する者をいう。 

 

  この条例で使われている用語のうち、明確にしておかなければな

らない用語について定義づけをしています。 

（１）空き家等の説明の中で、「建物」とは、「戸建住宅」「共同住宅」

「店舗兼住宅」及びこれに類するものをいい、「その他の工作物」

とは、「物置」「倉庫」「塀」「門」などをいいます。 

（２）管理不全な状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいいま

す。 

 ア 空き家等が著しく老朽化し、又は台風や地震等の自然災害によ

り、倒壊するおそれがある状態 

 イ 柱、壁、屋根等の建築資材が飛散し、又ははく落することによ

り、周辺の人の生命、身体、財産に被害を与えるおそれがあるに

もかかわらず修理・除去等をせずに放置している状態 

 ウ 空き家等の出入り口の鍵が壊れている、あるいは窓ガラスが割

れているなどから、不特定の者の出入りが容易であるために犯罪

行為を誘発するおそれのある状態 

（３）「所有者等」とは、空き家等の所有者、占有者、管理人、所有者

の相続人、相続財産管理人をいいます。 

（４）「市民」とは、市内の居住者、滞在者、通勤・通学者をいいます。 



22 

 

 （所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不

全な状態にならないよう自らの責任において適正にこれを管理

しなければならない。 

 

  空き家等は個人の財産であることから、所有者等は、当該空き家

等が管理不全な状態にならないよう管理する義務と責任がある旨を

規定しています。 

 （情報提供） 

第４条 市民は、適正な管理がなされていない空き家等があると認

めるときは、市にその情報を提供することができる。 

 

  市民から管理不全な状態にある空き家等の情報の提供を積極的に

求めるものです。 

 （実態調査） 

第５条 市長は、第３条の規定による適正な管理がなされていない

空き家等があると認めるとき又は前条の規定による情報の提供

があったときは、当該空き家等の実態調査を行うものとする。 

 

１ 適正に管理が行われていない空き家等を認めたとき、又は情報提

供があったときは、当該空き家の実態調査を行う旨を規定していま

す。 

２ 実態調査とは、当該空き家等の外観調査、所有者調査、周辺住民

からの聞き取り調査その他必要な調査等を行います。 

 （立入調査等） 

第６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員

に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は所有者等

に質問させることができる。この場合において、立入調査を行う

職員のほかに第三者を同行させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

 

１ 管理不全な状態にあることを判断するときは、所有者等に立入調

査実施通知書を送付し、職員のほかに建築士等の第三者を同行させ

て立入調査を行うことができる旨を規定しています。 

 

２ 立入調査は、所有者等の立会いのもと、関係者に身分証明書を提

示して実施する旨を規定しています。 

 

 （助言及び指導） 

第７条 市長は、前条の規定による立入調査により、管理不全な状

態になるおそれがある又は管理不全な状態にあると認める空き

家等の所有者等に対し、当該空き家等について適正な管理がなさ

れるよう必要な助言又は指導をすることができる。 

 

１ 立入調査により、空き家等が管理不全な状態やこのまま放置すれ

ば管理不全な状態になるおそれがあるとき、所有者等に対し、空き

家等の管理に必要な措置について、市が助言又は指導することがで

きる旨を規定しています。 

２ 助言は口頭で行い、指導は改善指導書により行います。 
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 （勧告） 

第８条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合におい

て、所有者等がなお当該空き家等を管理不全な状態に置いている

と認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該空き家

等の適正な管理のために必要な措置を講ずべき旨の勧告をする

ことができる。 

 

１ 助言又は指導を行ったにもかかわらず、管理不全な状態が継続し

ていると認めるときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧

告することができる旨を規定しています。 

２ 勧告は、勧告書により行います。 

 （命令） 

第９条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧

告に従わないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて、

その勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。 

 

１ 空き家等の所有者等が勧告に応じないとき、又は措置を講じたが

継続して管理不全な状態であると認めるときは、必要な措置を講ず

るよう命ずることができる旨を規定しています。 

２ 命令は、措置命令書により行います。 

 （委任代行措置） 

第１０条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等から当

該命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった

場合において、当該申出に係る理由が正当であり、かつ、緊急に

当該措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の同

意を得て、当該措置を講ずることができる。 

 

２ 前項の措置に係る費用は、所有者等の負担とする。 

 

１ 命令を受けた所有者等が、自ら空き家等が管理不全な状態を解消

することができない旨の申し出があった場合、その理由が正当であ

り、緊急の措置を講ずる必要あると認めるときは、当該空き家の所

有者等の同意のもと、市又は市から依頼された業者がその状態を改

善するために必要な措置ができる旨を規定しています。所有者等は、

代行措置委任書を市長に提出することになります。 

２ 当該措置に要する費用は、所有者等の負担であることを規定して

います。 

 （応急措置） 

第１１条 市長は、第５条の実態調査又は第６条の規定による立入

調査により、所有者等を確知することができない又は所有者等の

所在が判明しない空き家等が、管理不全な状態であって、緊急を

要する状態にあると認めるときは、その状態を改善するために必

要な措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じた後に、所有者等を確知又は所有者

等の所在が判明したときは、その所有者等から当該措置に係る費

用を徴収することができる。 

 

１ 実態調査又は立入調査により、管理不全な状態の空き家等の所有

者等を確知できない、又はその所在が判明しない場合において、応

急の措置を講ずる必要が生じた場合、危険防止に必要な応急の措置

ができる旨を規定しています。 

 

２ 危険防止に必要な応急の措置を講じた後に、空き家等の所有者等

が判明した場合は、その費用を所有者等から徴収することができる

旨を規定しています。 
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 （公表） 

第１２条 市長は、第９条の規定による命令を受けた所有者等が、

正当な理由なく、同条の期限内に当該命令に従わなかったときは、

次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 第９条の規定による命令に従わない所有者等の住所及び氏

名（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

（２） 第９条の規定による命令の対象となる空き家等の所在地 

（３） 第９条の規定による命令の内容 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらか

じめ、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応

じないときは、この限りでない。 

 

１ 命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命

令に従わないときは、「命令に従わない者の住所、氏名、対象とする

空き家等の所在地、命令の内容等」を公表することができる旨を規

定しています。 

２ 公表の方法は、市役所掲示場等への掲示、対象となる空き家等の

敷地への掲示及び市ホームページへの掲載その他の方法により、公

表することとしています。 

３ 公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に公表に係る

通知書を送付し、意見を述べる機会を与え、公表に関する意見書を

提出し、意見を述べることができる旨を規定しています。 

 （行政代執行） 

第１３条 市長は、第９条の規定による命令を受けた所有者等がそ

の命令に従わない場合において、所有者等がなお当該空き家等を

管理不全な状態に置き、その安全性を確保せずに放置することが

著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和２

３年法律第４３号）に定めるところにより、自ら所有者等のなす

べき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を

当該所有者等から徴収することができる。 

 

１ 措置命令を受けた者が、必要な措置を講ぜず、公道、公共建物等、

広く市民の生命、身体、財産に危害を及ぼす危険な状態と認められ

るときは、代執行できる旨を規定しています。 

２ 代執行の実施にあたっては、戒告書、代執行令書を送付します。 

 （関係機関との連携） 

第１４条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認

めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な

協力を求めるものとする。 

 

  本条例の目的を達成するために市だけでは対応が困難な場合に、

警察署や消防署等その他関係機関に必要な協力を求める旨を規定し

ています。 

 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  この条例の施行に必要な事項や様式等は、かすみがうら市空き家

等の適正管理に関する条例施行規則で規定しています。 
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